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合
計
事
に
於
げ
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て!捲

JII 

虎

一一一

ー

曾
計
拳
の
皐
問
的
性
質
に
就
い
て
は
議
論
が
ふ
る
。
議
論
が
あ
る
こ
と
は
事
貫
一
だ
が
、
業
の
見
解
の
主
張
に
於

い
て
、
果
し
て
間
半
間
的
性
質
の
規
定
が
明
確
に
且
つ
充
分
に
奥
へ
て
ゐ
る
か
否
か
は
甚

r疑
問

τあ
る
。

剖

w
h戸
、

/

一
立

nu

論
者
は
、
之
hf-

以
て
概
念
的
併
一
般
に
と
ど
ま
り
、
宵
際
上
時
意
味
ピ
と
一
四
ム
ド
、
部
ら
ぱ
如
何
に
し
亡
命
日
計
畑
中
の

研
究
封
象
が
定
立
さ
れ
、
業
の
問
題
が
皐
問
的
内
容
と
し
て
展
開
し
得
る
の
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
、
定
義
の
士
め

に
定
義
を
輿
へ
る
こ
左
は
、
率
問
的
に
無
意
義
で
J

の
る
に
は
建
ひ
な
い
。
併
し
、
曲
学
問
的
性
質
を
規
定
す
名
こ
と

が
車
な
る
定
義
を
奥
へ
る
こ
と
う
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
荷
-
色
一
科
の
皐
聞
を
論
じ
其
の
存
立
の

意
義
を
主
躍
す
る
限
り
、
茶
の
間
平
間
的
性
質
の
規
定
の
下
に
問
題
を
展
開
し
之
を
業
の
内
容
と
し
て
閥
系
組
織
づ

け
る
こ
と
が
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

勿
論
、
結
局
に
於
い
て
要
求
3
れ
る
も
の
は
曾
計
買
務
に
閥
す
る
知
識
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
併
し
乍
ら

舎
計
責
務
の
諸
規
定
は
何
慮
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
車
に
軽
替
に
於
け
る
買
際
の
寵
験
の
集
積
を
以
て
満

足
す
れ
ば
瓦
に
角
、
若
し
貫
務
の
諸
規
定
の
根
醸
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
に
は
舎
計
に
閥
す
る
理
論
が
必
要

合
計
撃
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
耽
ヤ
で

品
第
三
十
七
巻

J九
ヒ

第

披

丸

JL 



合
計
撃
に
於
け
る
碁
木
的
規
定
に
就

u
て

第
三
十
七
巻

すL
F、

第
三
波

O 
O 

と
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
舎
計
皐
は
正
に
此
の
要
求
の
地
盤
に
於
い
て
生
れ
、
ま
に
現
に
そ
れ
が
故
に
存
在
の
意
義

の
あ
る
準
問
で
あ
る
。
ぞ
れ
日
い
も
拘
ら
や
、
責
務
の
末
節
の
み
に
拘
泥
し
て
理
論
の
本
道
を
失
ふ
な
ら
ば
、
斯
準

の
存
在
の
意
義
は
な
い
で
あ
ら
う
。
現
に
、
従
来
曾
計
曲
学
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
簿
記
或
は
貸
借
封
照

表
等
に
闘
す
る
研
究
或
は
敢
科
書
的
説
明
に
就
い
て
見
る
も
・

一
膳
技
術
的
に
は
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、

各
仰
の
問
題
の
取
扱
び
並
に
其
の
解
決
の
理
論
的
根
懐
炉
何
慮
に
在
る
か
殆
ん

E
明
ら
か
?
な
い
も
の
が
多
い
。

]JE. 
1:'土

「
買
時
に
は
か
う
や
っ
て
ゐ
る
」

k
云
ム
人
が
あ
る

hγも
知
れ
な
い
。
併
し
そ
れ
で
は
何
ん
の
七
め
に
準
問

'
と
し
て
研
究
す
る
の
か
が
問
題
と
な
ら
.5
る
ぞ
得
な
い
で
あ
ら
う
。

此
の
黙
を
追
及
し
て
行
〈
と
、
結
局
、
簿
記
或
は
貸
借
封
照
表
が
理
論
的
に
把
握
せ
ら
れ
歩
、
従
っ
て
又
之
が

理
論
的
規
定
が
充
分
に
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
だ
と
云
ふ
結
論
に
到
達
す
4
0
0

而
も
此
の
雨
者
は
事
買
上
無
闘

係
な
存
在
で
な
い
限
り
、
理
論
的
に
如
何
な
る
閲
聯
ぞ
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
此
の
閥
聯
に
於
い
て
雨
者
佐

規
定
す
る
原
理
が
何
ん
で
あ
る
か
、
若
し
之
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
各
佃
の
理
論
的
規
定
の
基
〈
所
の
根
強
を

知
る
こ
と
を
得
宇
、
従
っ
て
又
、

そ
れ
ら
の
規
定
自
曜
の
理
論
的
意
義
も
暖
昧
と
な
ら
グ
る
を
得
な
い
で
あ
ら

，「ノ。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
、
曾
計
率
一
炉
其
の
基
本
的
な
理
論
的
規
定
を
明
確
に
奥
へ
る
こ
と
は
最
も
重
要
な
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ね

Q

然
る
に
従
来
の
如
〈
拳
問
的
性
質
が
明
ら
か
な
ら
中
、
其
の
研
究
調
象
も
問
題
も
明
確
に

規
定
き
れ
な
け
れ
ば
、
如
何
に
し
て
其
の
基
本
的
な
る
理
論
的
規
定
を
奥
へ
る
こ
'
と
が
出
来
る
で
み
ら
う
か
。



舎
計
撃
の
文
献
は
我
が
圃
に
於
い
て
も
決
し
て
砂
く
は
な
い
。
併
し
乍
ら
此
等
の
疑
問
に
脅
し
て
何
等
か
の
解
答

を
要
求
し
之
を
期
待
す
る
こ
左
は
困
難
で
あ
る
。
恐
ら
く
之
は
な
ほ
蔑
ぎ
れ
に
問
題
で
あ
ら
う
。
私
は
、
此
の
意

味
に
於
い
て
、
か
か
る
課
題
に
答
ふ
べ
き
準
備
を
先
の
二
三
の
論
文
に
於
い
て
試
み
た
が
、
本
稿
に
於
い
て
は
、

曾
計
率
に
於
け
る
基
本
的
な
る
理
論
的
規
定
自
瞳
を
問
題
に
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

ーー

論
争
』
準
め
る
に
先
っ
て
、
問
題
の
所
在
と
在
見
の
到
達
す
べ
き
結
果
と
を
明
ら
か
に
し
て
置
〈
こ
と
が
便
利
で

あ
ら
う
。

計
方
法
と
約
束
す
る
な
ら
ば
、
曾
計
率
の
研
究
費
象
は
曾
計
方
法
で
あ
る
と
云
へ
る
。

一一
官
計
ゅ
の
淵
究
滑
降
線
は
叩
川
潤
迅
求
獲
得
の
過
程
の
記
載
方
法
で
め
る
。
此

ρ
記
載
方
怯
ど
言
葉

ω
上
千
台

曾
計
方
法
が
記
載
方
法
た
る
限
り
、
記
載
方
法
一
般
と
し
て
の
形
式
的
問
題
と
、
特
殊
な
る
記
載
方
法
左

し
て
の
貫
質
的
問
題
と
を
も
っ
。
合
計
拳
固
有
の
問
題
は
勿
論
後
者
で
あ
る
が
、
前
者
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
営

然
で
あ
る
。

ヨ
記
載
方
法
の
本
瞳
的
問
題
は
、
記
載
要
素
、
記
載
形
式
、
記
載
手
績
の
規
定
と
し
て
之
ぞ
分
っ
て
親
る
こ

、
と
が
出
来
る
。

酌
記
載
方
法
は
記
裁
封
象
と
記
載
目
的
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
勿
論
、
記
載
封
象
を
規
定
す
る
こ
と
自

慢
が
記
載
目
的
を
前
提
'
と
す
る
色
の
で
め
る
か
ら
、
記
載
封
象
の
規
定
に
よ
っ
て
根
本
的
に
は
記
載
方
法
が
規
定

曾
計
事
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
い
で

第
三
十
七
巻

九
九

第

披

O 



曾
計
撃
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
い
I

て

四

C
C

自E

BYE 

o 

第
三
十
七
巻

さ
れ
る
課
で
あ
る
。
併
し
、
記
載
封
象
の
記
載
部
面
(
目
的
か
ら
観
れ
ば
記
載
方
向
)
が
一
つ
而
し
て
に
ず
一
つ
で
あ
る

か
、
二
つ
以
上
で
あ
る
か
は
問
題
で
、
若
し
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
し
得
べ
き
場
合
の
全
部
ケ
採
る
か
、

其
の
一
部
を
謹
聾
す
る
か
の
場
合
を
生
や
る
。
而
し
て
之
を
謹
撰
す
る
と
す
れ
ば
、
記
載
封
象
の
一
般
的
規
定
の

前
提
た
り
し
第
一
衣
記
載
目
的
に
劉
し
、
混
生
的
な
第
二
夫
的
な
記
載
目
的
が
前
提
さ
れ
ぬ
限
り
其
の
選
捧
は
不

可
能
で
め
る

O

E

記
載
的
象
ぞ
利
問
迫
求
獲
得
の
地
理
と
規
定
す
る
限
h
J
に
於
い
て
、
此
の
温
程
は
二
倒
の
記
載
部
面
を
も

っ
。
一
を
動
的
記
載
、
他
を
静
的
記
載
と
名
づ
け
る
c

若
し
従
来
必
用
語
を
掛
れ
ば
同
前
者
以
「
緋
凱
」
で
あ
d
L
P
h

後
者
に
は
「
貸
借
封
照
表
」
が
該
営
す
る
つ
但
し
所
謂
「
簿
記
準
」
乃
至
は
「
曾
計
拳
」
は
、
充
分
な
る
理
論
的
分
析
な

し
に
、
雨
者
を
論
じ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
。

山
内
従
来
の
簿
記
準
が
勘
定
理
論
を
以
て
基
本
的
理
論
と
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
併
し
、

μ記
載
封
象
の
規
定

の
不
明
確
不
充
分
な
る
こ
と
、
己
記
載
調
象
の
規
定
自
罷
よ
り
必
然
的
な
る
閥
係
に
於
い
て
輿
へ
ら
れ
る
記
載
方

法
の
一
般
的
基
本
的
規
定
と
第
二
究
的
記
載
目
的
よ
り
生
や
る
此
の
規
定
に
劃
す
る
特
殊
的
規
定
と
を
匝
別
し
得

な
か
っ
た
こ
と
、
等
の
理
由
か
ら
所
調
勘
定
率
説
に
於
い
て
種
々
の
議
論
を
生
じ
だ
し
、
ま
た
其
の
各
個
の
議
論

が
不
徹
底
の
嫌
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。

沌
記
載
調
象
か
ら
必
然
的
に
輿
へ
ら
れ
る
記
載
方
法
の
基
本
的
規
定
は
、
記
載
要
素
の
関
係
の
規
定
に
他
な

ち
ぬ
。
而
し
て
記
載
劃
象
を
荷
越
の
如
〈
規
定
す
る
限
力
、
記
載
要
素
は
財
産
主
)
及
び
費
本
(
K
)
の
二
個
で
み

以上白匙に就いては拙稿「曾計畢の本質と其 ι)r~I.i!! J (経済論叢昭和七年一月
就)参照

，) 



hJ
、
ま
た
此
の
二
個
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

A
及
び
K
の
閥
係
は
、

〉
日
開
:
:
-
j
i
-
-
-
-
j
i
-
-
:
・
会
)

で
あ
る
。

入

A
及
び
K
は
之
は
内
容
的
に
匡
別
し
得
る
。
而
し
て
之
が
匝
別
の
基
準
は
A
及
び
K
の
各
個
の
性
質
の
う

ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

A
に
就
い
て
は
其
の
質
的
差
異
か
ら
、

K
に
就
い
て
は
之
が
増
減
の
原
因
開
係
か
ら
匡

別
す
る
の
が
根
本
的
で
あ
る
。

A
に
就
い
て
は
無
数
の
匝
別
が
め
り
得
る
の
K
に
就
い
て
は
、
自
己
責
本
(
V

色
、

他
人
資
本
(
P
)
の
増
減
或
は
利
益
(
G
)
乃
至
は
損
失
(
V
)
の
費
生
以
外
に
は
あ
り
持
ぬ
。
却
ち

11 

p: 

/-‘・、
t"':;J 

¥--〆

〉
H
閃
-
+
司
+
(
の
|
〈
)
:
:
:
:
(
ω
)

ので
貼(九)あ
でる
あ此
るの之
。基を
例本以
へ的て
ば二曾
(2) 般計
か的方
ら規法
、合の

五:基
ら毒

素長
的喧

特定

詰主
規 4
2乙ア

を t
誘力主
導出
す 来
φ る
必。
要
が
あ
る
か
ど
っ
か
之
力主

問
題

〉

l
H
M
H
M内
H
i
-
-
-
:
:
:
・
・
・
:
(
串
)

〉

l
閃

-
H
H》

E

E

-

-

-

E

・E

・
-
・
:
:
(
臼
)

或
は
向
か
ら〉

l
H》
|
穴
M
H
U
(

の
l
〈
)
:
:
:
:
(
∞
)

舎
計
皐
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
血
管

四
O 

第

競

O 



合
計
撃
に
於
け
る
基
木
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

O 
凶

第

披

四
O 

を
誘
導
す
る
が
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
舎
計
方
法
の
内
容
を
な
す
動
的
記
載
法
或
は
静
的
記
載
法
が
、
か
か
る

特
殊
的
規
定
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

町
動
的
記
載
の
性
質
は
、
ぞ
れ
白
煙
正
し
て
基
本
的
・
一
般
的
規
定
を
特
殊
化
す
る
理
由
を
も
た
ぬ
ば
か
り

で
な
く
、
反
っ
て
〉
H

内
』
十
喝
な
る
こ
と
を
前
提
'
と
す
る
と
'
と
が
手
踊
棚
上
必
要
と
す
る
部
商
を
も
っ
て
ゐ
る
(
各
個

記
載
を
会
鰐
的
関
聯
に
於
い
て
観
る
た
め
)
。

七
V
J

動
的
記
載
じ
は
刺
潤
後
生
闘
係
の
追
跡
が
一
佃
の
問
題
で
あ
り
、
之
が

±
一
静
的
記
載
に
於
い
て
は
、
勿
論
一
般
的
規
定
の
特
殊
化
は
問
題
に
な
ら
ぬ
。

+
吋
+
の
を
表
示
形
式
と
し
て
採
る
の
と
、
之
が
前
段
的
記
載
で
あ
る
財
産
目
録
に
於
い
て

と
す
る
。
蓋
し
財
産
目
録
は
、
自
己
資
本
の
算
定
彰
其
の
一
つ
の
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ヨ
}
一
市
型

J
d

で
あ
っ
て
、

F
P
L田
駅
臼
日
可
L
9
Z
1
・。

-
J
t

事
t
S
4
n
“
!
'
'

t
y
手
頼
上
、

〉
十
〈
H
片
山
】

〉
!
?
H
F
を
前
提

合
同
計
方
法
の
基
本
的
・
一
般
的
規
定
は
〉
H

同
或
は
最
も
内
容
的
に
観
て

そ
れ
が
動
的
記
載
な
る
と
静
的
記
載
な
る
と
に
よ
っ
て
其
の
根
本
的
規
定
が
麗
更
さ
れ
る
も
の
で
は

〉

H
Hハ
-
+
]
勺
十
(
の
|
〈
)

な
い
。
た
Y
手
績
上
の
必
要
か
ら
、
其
の
貫
質
的
意
味
に
於
い
て
で
は
な
〈
之
を
形
式
的
に
扱
っ
て
ニ
佃
の
特
殊

規
定
を
輿
へ
る
。
卸
も
、

〉
l
M内回
|
]
M
H
(
の
l
〈
)

〉

l
H
V
H
Hハ】

で
あ
，
る
。
従
来
の
勘
定
率
設
で
は
、
何
か
此
等
が
基
本
的
・
一
般
的
規
定
で
あ
る
か
の
知
〈
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
が

以上白駐に就いでは拙稿r勘定撃設に就いで(経路論議七月 YJ，t)J参照
拙稿「簿記D 目的J(経済論叢八月就 p・82)参照。z) 



あ
る
が
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
ま
た
在
見
と
結
果
に
於
い
て
同
一
で
あ
り
乍
ら
、
其
の
根
壊
が
明
確
で
な
い
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
ら
色
同
様
に
之
を
採
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
本
論
は
此
等
の
勤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
業
の
目
的

と
す
る
所
で
あ
る
。

右
に
掲
げ
た
所
は
な
見
の
要
約
で
あ
る
c

其
の
理
論
的
根
躍
に
就
い
て
は
、
大
岨
腕
前
掲
の
拙
稿
に
於
い
て
論
じ

た
所
で
、
到
達
し
た
結
果
も
右
の
理
論
的
過
程
の
必
然
的
な
踊
結
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
従
来
の
所
謂
勘
定
準
設
に

於
い
て
は
種
々
な
見
解
が
行
は
れ
て
居
え
ぞ
れ
が
勘
定
理
一
諭
と
し
て
簿
記
か
昨
か
基
本
的
埋
論
的
規
定
と
し
て

前
ハ
ヘ
利
引
所
の
も
の
も
其
つ

C
の
る
ο

枚
目
週
内
等
の
論
見
解
は
w

記
就
帆
日
前
郁
に
お
事
費
関
係
矛
人
的
闘
係
リ
と
し
て
促

へ
る
か
或
は
物
的
関
係
と
し
て
提
へ
る
か
に
よ
っ
て
人
的
勘
定
準
設
と
物
的
勘
定
皐
設
に

J

匝
別
さ
れ
、
一
見
に
記
載

要
素
の
規
定
さ
れ
た
る
個
敷
に
よ
っ
て
一
勘
定
系
統
、
二
勘
定
系
統
、
三
勘
定
系
統
等
の
準
設
上
の
匝
別
が
行
は

れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
最
も
新
ら
し
い
方
向
を
代
表
す
る
も
の
と
云
は
れ
る
所
の

同
町
言
問
山
岳

2
号
(
成
果
血
中
説
)

は
物
的
勘
定
率
説
に
は
蓮
ひ
な
い
が
、
偲
令
二
個
の
基
本
勘
定
を
設
定
す
る
か
ら
と
云
つ
で
も
、
ぞ
れ
は
必
十
し

色
右
の
如
き
意
味
の
二
勘
定
系
統
率
読
で
は
な
い
。

勘
定
理
論
の
性
質
を
在
見
の
如
〈
解
す
れ
ば
、
勘
定
皐
設
と
し
て
見
解
の
相
違
を
生
じ
得
ペ
き
可
能
の
場
合
は
、

女
の

(ー)開
係
よ
り
起
る

記
載
封
象
の
規
定

合
計
撃
に
於
げ
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

問。=一

第
三
披

一O五



合
計
血
干
に
於
け
る
基
木
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

四
O
四

第

ut 

一O
六

(三)(二)
(2) (1) 

(01) 
基
本
的

特
殊
的
規
定

記
載
要
素
の
規
定

記
載
要
素
聞
の
閥
係
の
規
定

基
本
的
・
一
般
的
規
定

動
的
記
載
に
於
け
る

剛
一
静
的
記
載
に
於
け
る

而
し
て
一
乃
至
三
の
向
ま
で
必
須
不
可
快
の
規
定
で
之
な
〈
し
て
は
所
請
勘
定
理
論
は
成
立
し
得
守
、
三
の
聞
い
の

同
或
は
例
は
簿
記
或
は
貸
借
勢
照
表
に
特
殊
の
目
的
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
二
の
向
の
規
定
が
特
殊
化
さ

れ
る
場
合
で
、
一
乃
至
三
の
向
ま
で
の
諸
規
定
炉
得
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
し
、
ま
に
前
提
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
勘
定
理
論
は
簿
記
理
論
と
云
は
れ
る
位
で
、
之
を
最
重
な
意
味
に
解
す
れ
ば
、
三
の
聞
の
川
町
の
規

定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
簿
記
そ
の
色
の
の
性
質
が
充
分
に
規
定
さ
れ
ぬ
閲
係
上
此
の
酷
に
就
い
て
も
甚
だ

暖
昧
で
、
仰
の
場
合
と
混
同
3
れ
、
勘
定
理
論
に
も
身
E
E
U
忌
の
も
の
と
己
主

Z
F
の
も
の
が
直
別

5
れ
た
り

す
る
原
因
と
な
っ
て
ゐ
る
。
何
れ
に
し
て
も
基
本
的
・
一
般
的
規
定

E
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
を
意
識
的
に
匝
別
せ

F
る
こ
と
、
特
殊
的
規
定
に
於
い
て
も
帥
と
川
仰
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
、
物
的
勘
定
準
設
に
於
い
て
多
〈
兎
れ
ぬ

所
で
あ
る
。
併
し
、
所
謂
成
果
皐
説
に
於
い
て
は
、
三
の
向
の
川
刊
を
問
題
に
し
、
而
も
利
潤
計
算
正
一
耳
ふ
目
的
を

特
に
定
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
之
は
先
に
過
ぺ
た
前
提
的
規
定
が
全
〈
棋
け
て
居
て
、
特
殊
な
見
地
に
出
後



す
る
も
の
で
あ
る
ョ
ゆ
え
に
、
他
の
物
的
勘
定
率
説
と
は
分
っ
て
論
や
べ
き
で
あ
石
。

か
く
の
如

t
勘
定
率
設
に
於
い
て
見
解
の
相
違
を
生
じ
得
ベ
き
部
面
が
あ
る
が
、
慨
に
述
べ
た
所
よ

b
明
ら
か

な
る
が
如
〈
、
在
見
は
物
的
ニ
勘
定
系
統
準
設
の
簿
曙
に
麗
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
先
づ
此
の
汲
の
他
の

所
説
と
相
違
結
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

物
的
ニ
勘
定
系
統
率
説
中
、
相
調
立
す
る
見
解
は
、
∞
岳
山
了
と

z
n
r
F
n
r
と
の
勘
定
理
論
に
於
け
る
基
本
的
規

定
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、

ω
円
E--
は
〉
l
ヲ
川
内
に
出
費
仏
、

Z
E
L山
田
円
げ
は
〉
H
穴
+
可
に
出
援
す
β
。
私
見
が

〉
H
同
而
し
て
〉

H
F
↑
七
と
す
る
こ
と
は
全
く

ω
n
g「
に
封
立
し

z
n
r一
一
色
】
の
側
に
立
っ
ち
の
で
あ
3
.炉、ヲ炉、

れ
ほ
到
達
し
た
結
果
セ
形
式
的
表
面
的
に
眠
た
限
り
の
詔
T
、

maA捻
句
良

h

町民

:
ι
:
-
L
之、
j
f
r
l
d
'
b
同
U
P
I
Z

Z-三
"BvFド

E

お

u
l
h
-
L
v
:
1
1
w
p
L
1
7
l

》

I
7
4

ぃ
。
以
下
此
の
勤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
忍
見
の
よ
っ
て
立
つ
所
の
根
擦
を
一
層
明
確
に
示
し
た
い
と

回一山ふ。先
づ
∞
口

E
『
の
見
解
に
就
い
て
観
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

一
簿
記
の
記
載
調
象
は
費
本
の
循
環

(
F
S
F
E
ユ
内
山
開
喜
一

E
乙
で
あ
る
。

ニ
記
載
要
素
は
A
及
び
K

三
基
本
的
規
定
は
〉
H
内
・
〉
ー
で
H
ヌ

で
あ
る
。
問
題
ば
記
載
要
素
の
K
に
在
る
。
記
載
封
象
の
費
本
循
環
と
云
ふ
場
合
に
於
げ
る
「
資
本
」
と
は
「
償
値

を
生
hu
慣
値
し
で
あ
る
か
ら
、
主
(
の
限
り
に
於
い
て
記
載
要
素
は
営
然
に
骨
骨
に
ま
で
分
析
せ
ら
れ
て

.
K
は
骨

曾
計
撃
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
ρ
で

四

O
五

第

披

一O
七

第
三
十
七
巻

T. F. Schar， Buchhaltung u. Bilanz， 5・.. An日.Berlin 1928， SS. 13-[6. 
~iZl~li;~l;-.-- "Virtschaftliche BetriebslebTe，ふ Au.s.，1922. 2) 



曾
計
皐
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

四

O
六

第

gJ)t 

一O
九

イ直、
で・
な
け
れ
ば白

な
ち
ぬ

そ
れ
が
u1 
r、
p・

に
於
い
て
は
企
業
の
所
有
す
る
債
値
即
ち
自
己
資
本
に
限
ら
れ
て
ゐ

ぁ
。
か
か
る
記
載
要
素
の
規
定
で
は
「
資
本
し
の
循
環
を
捉
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
ゆ
ゑ
に
企
業
炉
支

配
し
而
も
企
業
の
所
有
に
麗
せ
ぬ
慣
値
(
負
債
)
が
企
業
に
生
じ
七
場
合
に
は
、

FFV円
で
は
計
算
的
に
資
産
(
A
)

か
ら
差
引
か
ね
ば
な
ら
ぬ

0

・
帥
ち
〉
|
吋
H

内
で
あ
る
。
然
る
に
之
を
債
値
と
し
て
は
見
?
に
、
「
負
の
財
産
」
な

り
と
し
、
「
正
の
財
産
」
(
A
)
に
劃
し
「
負
の
財
産
」
(
p
)
と
し
た
。
従
っ
て
「
財
産
」
が
記
載
要
素
'
と
し
て
規
定
さ
れ

寸岬
0
4
4

都
千
ふ
る
が
も

命
中

1

:

7

・h
p

〉

1
t
-
f
r
h
;
:
;
1
t
f
E
h
E
L
)時
間
だ
:
】
川
[
戸
ノ
一

H
4
去
を
当
寸
，
F
J
R訪
問

L
T
c
F・
司
ヲ
ヨ
ヵ
-
一
荷
重
苦
告
書
T
F
J
翠

F
4
4
U
抑

制

茸

L
カ
t
女心
v
i
1
寸
お

出
さ
れ
た
か
其
の
根
捷
を
知
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

少
な
く
と
も
麗
梼
理
論
の
上
で
は
か
か
る
分
析
の
過
程
ぞ
追
跡

す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

一
設
に
、
簿
記
の
目
的
と
す
る
所
は
自
己
資
本
の
大
い
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
〉
l
?
H
同
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
併
し
之
は
何
も
〉
H
内
に
於
け
る
K
が
自
己
資
本
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
根
擦
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

K
が
資
本
で
あ
っ
て
之
を
瞳
現
す
る
債
値
物
の
綿
龍
一
か

A
で
あ
り
、

〉
H
M内
と
さ
れ
る
場
合
〉
H
F
+
吋
(
v
h
は
自
己
資
本
)
が
成
立
し
、
之
よ
り
〉
可
H
F
と
し
七
所
で
、
論
者
の

主
張
は
通
る
罪
で
あ
る
。
な
ぜ
〉
H
H
P
十
可
の
P
を
移
項
し
た
か
と
云
へ
ば
「
簿
記
の
目
的
」
に
よ
る
と
云
へ
る
で

却
も
K
が
自
己
資
本
で

あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
帥
ち
、
A
或
は
K
な
る
記
載
要
素
は
所
謂
「
簿
記
の
目
的
」
(
三
の
向
の
同
の
規
定
)

〉
!
?
H
同
の
根
嬢
を
簿
記
の
目
的
に
求
め
る
こ
と
は
無
意

あ
ら
う
。
其
の
限
り
に
於
い
て
は
、
〉
H

夙
に
於
い
て
穴
H

関
同
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
れ
ば
.

味
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
、
∞
円
吉
『
に
於
い
て
は
記
載
封
象
た
る
費
本
循
環
の
過
程
か



ら
記
載
要
素
を
抽
出
規
定
す
る
分
析
の
方
法
が
少
し
も
理
論
的
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
炉
根
本
的
な
快
賠
で
あ
る
。

形
式
的
な
扱
ひ
に
於
い
て
は
〉

H
F
+
吋
も
〉
l
可
H
F
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
。
ま
た
〉
!
?
H
閃
も
〉

H
閃
+
可

色
同
じ
で
あ
る
。
併
し
前
の
場
合
と
後
の
場
合
で
は
「
資
本
」
及
び
「
財
産
」
の
考
へ
方
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
結
局
何

れ
に
し
て
も
∞
岳
山
『
の
場
合
で
は
、
記
載
要
素
の
規
定
で
行
詰
っ
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ら
う
。
勘
定
理

論
に
闘
す
る
限
り
之
れ
以
上
の
吟
味
を
必
要
と
し
な
い
。

m
w
Zて
い
封
し
呂
晃
一
一
∞
与
は
k
r
H
戸
十
ア
伊
)
以
て
基
本
的
規
定
と
す
る
。

Z
円T
一
一
印
円
『
に
よ
れ
ば

J
可印門

2
5包
括
『

〕吋戸山岳一戸川戸一門口口
m
は
叩
河
口
O

仏一山口
r
m
H
W
-
と
F
E
r
-
丘
町
出
・
よ
り
成
hJ
・
貸
借
劉
照
表
は
前
者
の
一
構
成
部
分
で
あ
り
、

而
も
後
者
に
よ
っ

τ補
完
う
円
る
も
の
と
す
ふ
革
命
叩
h
y
a
h
-
、
貸
借
掛
照
表
的
記
載
ぞ
以
て
中
幅
本
悼
む
成

J

引
ー
も
の
と

す
る
。
従
っ
て
勘
定
理
論
を
貸
借
封
照
表
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
を
以
て
出
発
す
る
。

znr一
一
山
岳
の
記
載
要
素
の
規
定
は
、
主
(
の
限
り
に
於
い
て
一
臆
正
し
い
と
思
は
れ
る
が
、
勘
定
理
論
、
即
ち
彼

に
よ
れ
ば

-E伊
豆
町

F
E
H
r同
一
円
E
M
m
の
理
論
が
貸
借
封
照
表
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
(
包
の
聞
の
削
)
に

規
定
さ
れ
る
ご
と
は
問
題
で
あ
る
。
其
の
示
さ
れ
た
理
由
に
よ
れ
ば
、
簿
記
が
貸
借
劃
照
表
に
始
り
、
ま
た
貸
借

封
照
表
に
終
る
と
云
ふ
こ
と
に
壷
き
る
r

こ
の
こ
と
は
確
か
に
消
極
的
根
球
に
は
な
り
得
る
(
第
三
閉
山
参
照
)
。
併

し
、
動
的
記
載
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
(
ヨ
の
到
の
同
)
が
.
静
的
記
載
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定

(
巴
の
向
の
同
)
と
根
本
に
於
い
て
同
一
で
あ
っ
て
い
う
と
云
ふ
積
極
的
主
張
は
奥
へ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
。
即
ち
?

呈門]内一

5
r
に
於
い
て
は
、
記
載
封
象
の
規
定
|
記
載
要
素
の
規
定
|
基
本
的
・
一
般
的
規
定
の
プ
ロ
セ
λ

を
経
て
、

舎
計
撃
に
於
げ
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

四

O
七

第

，JJi 

O 
7L 
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含
計
墜
に
於
け
る
基
本
附
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

四

O
八

第

競

O 

所
謂
簿
記
の
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
が
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
所
に
理
論
上
の
快
陥
が
め
る
。

勿
論
、
貸
借
劃
照
表
に
出
費
し
て
も
、
貸
借
掛
照
表
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
〉

H
F
+
で
が
基
本
的
・

一
般
的
規
定
〉
H
穴
の
定
立
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
簿
記
に
於
い
て
も
同
様
に
之
が
規
定
に
従
ふ
こ
と
が
謹
明
き

れ
〉
ぱ
差
支
な
い
。
要
す
る
に
、

基
本
的
・
一
般
的
規
定
を
快
い
て
理
論
の
展
開
を
誤
っ
た
所
に
、
批
判
さ
れ
る

傍
地
H
V
充
分
に
在
る
。
併
し
、
結
果
に
於
い
て
は
私
見
と
同
一
で
あ
る
。
即
ち
、
簿
記
に
於
げ
る
基
本
的
規
定
を

以
て
〉

H
F
+
司
、
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
之
ル
ι
以
℃
貸
借
割
問
表
に
出
殺
す
ァ
叫
が
故
に
勘
定
理
論
に
於
け
る
静
鰭

準
設
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
競
り
で
あ
あ
。

在
見
は
記
載
封
象
の
性
質
に
於
い
て
〉

H
F
+
可

の
関
係
を
見
出

し
、
簿
記
も
か
か
る
記
載
封
象
を
提
へ
る
限
り
に
於
い
て
、
〉

H
F
+
句
な
る
規
定
を
採
ら

F
る
を
得
な
い
と
一
式

ふ
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
簿
記
が
動
的
記
載
た
る
性
質
を
賦
奥
さ
れ
る
の
は
記
載
手
績
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
〈
、
在
見
と
同
じ
く
物
的
二
勤
定
系
統
率
読
に
属
す
る
著
名
な
る

p
r民
及

び

z
n
r寄
与
の
見
解
は
花
見
正
理
論
の
構
成
を
異
に
し
て
ゐ
石
。

m
n
r
R
は
既
に
記
載
要
素
の
規
定
に
於
い
て
封
象

を
把
握
し
て
居
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
。
呂
町
}
内
]
一
月
}
戸
は
記
載
封
象
に
封
す
る
記
載
の
基
本
的
・
一
般
的
規
定
と
静
的
記

載
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
と
を
匝
別
せ
守
し
て
、
直
ち
に
之
営
以
て
動
的
記
載
の
規
定
と
し
た
所
に
理
論

の
不
完
全
き
を
露
は
し
て
ゐ
る
。
之
に
よ
っ
て
、
在
が
結
果
に
於
い
て

zwzgnv
と
同
一
一
結
果
〉

H
F
+
可
に

到
達
し
な
が
ら
而
も
花
見
を
主
張
す
る
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
ふ
。

四



な
ほ
物
的
ニ
勘
定
系
統
拳
設
を
採
る
限
り
に
於
い
て
、

一
勘
定
系
統
率
設
並
に
三
勘
定
系
統
拳
読
と
特
殊
な
見

地
に
立
つ
成
果
亭
読
と
に
封
す
る
見
解
の
相
違
酷
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

物
的
一
勘
定
系
統
率
設
と
し
て
著
名
な
の
は

F
ュ2
2
の
管
業
準
設
で
め
忍
。
彼
は
勘
定
理
論
の
出
費
馳
を
貸

借
劃
照
表
に
採
る
が
故
に
、
事
質
上
、
資
産
、
負
債
、
純
財
産
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
之
を
統
一
す
る
に
「
替

業
財
産
」
(
の
巾
R
E
F
S『
B
J
2
)
な
る
概
念
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
限
り
に
於
い
て
如
何
に
も
一
一
勘
定
を

採
る
ゃ
う
で
あ
る
が
、
貸
借
封
照
表
に
出
費
す
る
限
b
、
「
積
極
管
業
財
産
」
と
「
消
極
管
業
財
産
の
二
個
の
記
載

要
素
を
規
定
し
て
ゐ
る
こ
る
こ
と
は
事
買
で
、

其
の
意
味
に
於
い
て
は
二
勘
定
伝
採
っ
て
ゐ
る
評
で
あ
る
。
此
の

凱
中
読
の
範
固
で
は
記
載
の
技
術
的
説
明
以
上
に
は
出
で
や
、

記
載
封
象
そ
れ
白
曜
の
認
識
が
不
充
分
で
め
ん
邑
ご
と

を
見
れ
な
レ
c

即
ち
企
業
に
於
げ
る
「
資
本
」
の
運
動
は
梶
へ
ら
れ
や
に
た
Y

財
産
の
増
減
麗
化
主
し
て
観
ら
れ
た

に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
〉
H
内
の
一
般
的
規
定
に
達
す
る
に
は
距
離
が
遠
い
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
血
中
詑
的
援
麗
に

於
い
て
見
れ
ば

ZEm--
は
勿
論

mnF出
『
に
於
い
て
き
へ
其
の
域
を
股
し
て
は
ゐ
な
い
。

三
勘
定
系
統
率
読
は
A
、v
刷、
p

h

f
』
濁
立
の
記
載
要
素
と
す
る
。
従
っ
て
財
産
勘
定
、
負
債
勘
定
、
責
本
勘
定
の

三
個
が
基
本
勘
定
で
あ
る
と
す
る
が
、
貸
借
封
照
表
に
出
品
属
す
る
が
故
に
此
等
三
要
素
の
開
係
は
〉
H
F
+
可
な

り
と
す
る
。
要
す
る
に
、

P
を
濁
立
の
別
個
の
記
載
要
素
と
す
る
所
に
特
徴
が
あ
る
謬
だ
が
、

P
が
凡
と
封
立
す

先
に
述
べ
た
基
本
的
二
般
的
規
定
に
於
い
て
観
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
貸
借
費
照

る
記
載
要
素
な
り
や
否
や
は
、

表
に
於
げ
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
に
よ
っ
て
定
ま
る
色
の
で
は
な
い
。
況
ん
や
、

基
本
的
二
般
的
規
定
に
於
げ

合
計
墜
に
於
げ
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
一
一
一
十
七
巻

問

O
九

第

就

M. Berliner， Buchhaltungs-und Bi1a.nzlehre~_ 7._ Au日.IIannoveT 1924， S. 40 
F. Hugli， Die Buchhaltungs-Syste皿 eu日ddie Buchhaltungs-Formen， 3・Aufl.，
Bern 1923・



舎
計
事
に
於
げ
る
基
本
的
規
定
に
就
ド
て

第
一
一
一
十
七
巻

四

O 

第
三
時
抗

る
〉
H
H同
は
記
載
封
象
の
性
質
か
ら
く
る
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
か
ら

F
+
ア
H

閃
と
観
る
べ
き
は
貸
借
封
照
表

に
於
い
て
営
然
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
戸
内
一
Eh--w
。
寸
巳
等
の
諸
問
宇
者
の
主
張
が
め
る
が
、
所
謂

E
E
N
l

円
}
]
印

O

コ凸

で
あ
る
貼
に
於
い
て
呂
町
三
一
山
岳
に
封
す
る
先
の
批
判
と
同
一
の
立
場
か
ら
P
の
濁
立
記
載
要
素
と
し
て

の
存
在
を
否
定
す
る
こ

t
が
出
来
る
。

最
後
に
成
果
準
設
に
就
い
て
批
判
の
方
向
だ
け
を
明
ら
か
に
し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。
最
近
に
於
け
る
有
力
な

る
傾
向
占
し
て
仙
の
機
舎
に
詳
論
す
込
者
で
あ
る
か
ら
拡
に
は
張
関

-r拘
げ
み
に

ι
Y
め
あ
。

は
∞
mbコ
N
E
及
び
さ
と
σ
の
誌
を
以
て
代
表
せ
し
h
u

べ
き
で
あ
ら
う
が
、
要
す
る
に
簿
記
の
目
的
金
円
相
て
成
果
計

?
ι
Y
3
C
-
F
b了ふ
L

ノ

H
X
A臨
時
ヲ
記

2
1吋
L

算
(
の
l
〈
)
に
在
り
と
し
、
記
載
劃
象
を
の
ー
さ
ー
。
、

の
、
過
程
と
し
て
認
め
つ
h

も
結
局
は
〔

(~μ
当
〕
と
し
て

一
般
化
し
、
商
品
勘
定
及
び
貨
幣
勘
定
乃
至
は
給
付
勘
定
及
び
支
梯
勘
定
の
如
き
基
本
勘
定
を
定
め
る
。
此
の
勘

定
率
設
の
特
徴
は
、

(2) (1) 

端
的
に
簿
記
の
目
的
を
成
果
計
算
に
在
り
と
し
た
こ
?
と
、

記
載
封
象
を
現
質
的
に
規
定
し
て
ゐ
な
が
ら
而
も
之
を
分
析
し
て
記
載
要
素
を
抽
出
せ
宇
、
表
面
的
に

〔
の
日
当
〕
の
事
貫
を
捉
へ
た
こ
と
、

で
あ
る
。
成
果
計
算
は
簿
記
に
於
い
て
重
要
で
あ
る
に
は
遠
ひ
な
い
。
併
し
、
そ
れ
が
可
能
の
た
め
に
は
、
簿
記

が
動
的
記
載
と
し
て
の
内
容
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
市
し
て
そ
れ
が
た
め
に
は
、
記
載
要
素
の
規
定
を
必
要
と
す

る
。
然
る
に
此
の
勘
定
率
一
誌
で
は
全
〈
之
を
快
い
て
ゐ
る
。
卸
ち
之
は
、
但
の
向
の
削
を
問
題
に
し
て
ゐ
な
が
ら
、

u. F. Leitner， Die doppelte Kaufmannische Bllchhalhm品 7・

Leipzig 1923 
G. Ohst， Einfuhrung in die Buchfuhrung. Stuttgart ] 9 z6 
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こ
〉
に
至
る
規
定
の
過
程
中
最
色
重
要
な
る
引
ぜ
快
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
成
果
計
算
は
換
言
す
れ
ば
利
潤

計
算
で
あ
る
に
色
拘
ら
十
、
記
載
封
象
を
債
値
に
ま
で
分
析
せ
宇
、
表
面
的
に
単
な
る
交
換
過
程
と
し
て
梶
へ
た

こ
と
は
、
理
論
的
に
大
な
る
快
陥
を
粛
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
成
果
皐
設
が
強
調
し
た
駐
は
動
的
記
載
に

於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
と
し
て
問
題
全
研
究
す
る
必
要
は
充
分
に
在
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
寧
ろ

損
益
計
算
表
に
於
け
る
貫
質
的
問
題
で
あ
り
、
而
も
基
本
的
・
一
般
的
規
定
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る

u

以
上
、
甚
だ
簡
輩
な
が
ら
、
物
的
二
勘
定
系
統
率
読
と
閥
係
あ
る
所
誌
に
就
い
て
言
及
し
た
が
、
上
通
せ
る
所

に
よ
っ
て
明
ら
か
な
る
が
如
〈
、
勘
定
準
設
に
封
す
る
私
の
視
角
は
、
従
来
の
撃
者
の
そ
れ
と
全
く
異
な
る
色
の

で
あ
る
。
問
題
は
軍
な
る
簿
記
の
技
術
的
な
説
明
に
格
る
色
の
で
は
な
く
m
共
の
本
質
的
な
埋
論
的
意
義
に
在
あ

d

柏
て
て

六
Y
貸
借
仕
揮
の
仕
方
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
い
b
?
と
一
耳
ふ
や
う
な
色
の
で
は
決
し
で
な
い
。
従
っ
て
各

佃
の
勘
定
準
誌
の
採
る
理
論
と
業
の
根
懐
を
吟
味
す
る
こ
と
が
根
本
的
に
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
そ
れ

が
不
完
全
不
充
分
で
あ
る
な
ら
、
如
何
に
高
祉
な
勘
定
畢
話
・
も
砂
上
の
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

本
稿
の
目
的
E

ど
し
た
所
は
、

勘
定
理
論
に
劃
す
る
在
の
結
論
子
遜
べ
る
こ
と
に
在
っ
た
。

而
し
て
ま
た
ぞ
れ

は
、
前
二
稿
の
結
論
で
も
あ
る
。

在
の
未
熟
な
る
考
に
よ
れ
ば
、
簿
記
理
論
と
し
て
の
勘
定
理
論
は
、

す
る
、
動
的
記
載
に
於
け
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
勿
論
基
本
的
・
一
般
的
規
定
と
匝
別
し

舎
計
方
法
の
基
本
的
ニ
般
的
規
定
に
封

合
計
墜
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

四

第

t虎

一
一



曾
計
墜
に
於
け
る
基
本
的
規
定
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

四

第

盟主

一一四

ま
た
同
時
に
静
的
記
載
に
於
げ
る
基
本
的
・
特
殊
的
規
定
と
も
匝
別
す
あ
必
要
が
あ
る
。

従
来
の
所
読
に
は
此
等
の
混
聞
が
甚
だ
し
い
た
め
に
議
論
が
錯
雑
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
之
が
紹
介
者
批
判

者
を
し
て
問
題
の
重
黙
の
捉
へ
方
を
誤
ら
し
め
て
ゐ
る
嫌
が
あ
る
。

私
は
先
づ
此
等
を
直
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
の
諸
駄
ぞ
明
ら
か
に
し
た
。

↓
合
計
方
法
に
於
け
る
基
本
的
・
一
般
的
規
定
は
〉
川
川
内

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

な
る

と

而
し
-r 
同
11 

;六

f¥  

の

.... 
、一寸

7ょ
t.::J 

η
j
b
民
主
し
H
f
F
b
二
と
、
二
助
向
日
旋
支
ポ
ゆ
市
内
氾
技

η
生
真

rー、

E
F
h
-

ノ
d

1

t

L

z

a

J

4

1

一一

-
z
=
-
e
-
-
l
d
f
ι
、
司
百

F
L
4
b
e
-
-
E
Z
Z
E
r
k
J
q

，Y
二

ぞ
検
討
し
、
此
等
の
何
れ
の
基
本
的
。
特
殊
的
規
定
と
し
て
も
基
本
的
咽
一
般
的
規
定
が
趨
用
さ
れ
て
費
夏
3
れ
ぬ

こ
と
、
三
但
し
此
等
の
各
個
の
記
載
に
於
い
て
、
〉
I
F
-
-
J
H
(の
l
ぐ)、

と
す
る
場
合
の
生
守
る
は
、

ヲ

一

L
H
ト
弘
ム
リ
、

t

4

 

日み

同『

〆河

寸ー

コ〉

，-~ 〆、1

i-
開同

》

オ

/-へ
-"、
同 a

~ 
ぞ

、回〆

〉
ー
で

H
-ハド

〉
+
〈
日
開
ぺ
十
円
+
の

何
れ
も
記
載
手
績
上
の
扱
ひ
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
記
載
要
素
及
び
其
の
闘
係
が
本
質

的
に
異
な
る
こ
と
を
意
味
る
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
.
従
っ
て
之
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
動
的
記

載
或
は
静
的
記
載
に
於
け
る
曾
計
方
法
上
の
差
異
は
専
ら
記
載
手
績
に
在
っ
て
、
こ
〉
に
幾
多
の
問
題
を
生
じ
得

べ
し
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

以
上
論
じ
た
所
は
勿
論
不
充
分
で
は
あ
る
が
、
併
し
、
之
に
よ
っ
て
一
躍
私
見
守
述
べ
得
た
し
、
ま
た
従
来
の

勘
定
準
設
の
個
々
の
議
論
が
、
業
の
問
題
に
劃
し
、
如
何
な
ら
方
向
か
ら
何
を
拡
へ
て
ゐ
る
か
も
一
通
り
明
ら
か

に
な
し
得
に
や
う
に
思
ふ
。
な
ほ
残
3
れ
た
問
題
は
、
か
か
る
見
地
に
立
っ
て
、
舎
計
撃
の
諸
問
題
を
検
討
し
、

理
論
的
に
之
を
解
決
す
る
こ
と
で
め
る
が
、
そ
れ
ら
に
就
い
て
は
、
機
舎
を
得
て
各
個
に
論
じ
て
見
た
い
と
考
へ

(
一
九
三
=
一
・
八
・
五
)

て
ゐ
る
。


